
施設利用料金

要介護度
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電気代

貴重品管理料

散髪代

施設利用料金内訳：介護報酬関連（サービス利用料）

看護体制
加算

個別機能
訓練体制
加算（Ⅱ）

夜勤職員
配置加算
（Ⅱ）ロ

サービス提
供体制強化
加算（Ⅲ）

日常生活
継続支援
加算（Ⅱ）

科学的介
護推進体
制加算

（Ⅰ）ロ　８円

（Ⅱ）ロ　１６円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

２,０１０円 ２,２２０円 ２,４４５円 ２,６５８円 ２,８６５円

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） １８円 １８円 １８円 １８円 １８円

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ ５４円 ５４円 ５４円 ５４円 ５４円

看護体制加算 （Ⅰ）ロ、（Ⅱ）ロ ４８円 ４８円 ４８円 ４８円 ４８円

個別機能訓練加算（Ⅱ） ３６円 ３６円 ３６円 ３６円 ３６円

日常生活継続支援加算（Ⅱ） １３８円 １３８円 １３８円 １３８円 １３８円

科学的介護推進体制加算 １５０円 １５０円 １５０円 １５０円 １５０円

合　　計　　 ２,４５４円 ２,６６４円 ２,８８９円 ３,１０２円 ３,３０９円

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）(Ⅱ)

生活機能向上連携加算

※利用状況によって変動することがありますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

　　下記の事項に該当する場合は算定致します。（単位／日）

　お亡くなりになられた日 ３，８４０円

　お亡くなりになられた日の前日及び前々日 ２，０４０円

　お亡くなりになられた以前４日～３０日 ４３２円

　お亡くなりになられた以前４５日～３１日 ２１６円

８４円

１，２００円

３００円

医師の指示により、療養食を提供した場合 ５４円

９０円

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを実施した場合

６０円

協力医療機関連携加算 利用者様の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する場合 ３００円

高齢者施設等感染症対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) 医療機関と連携し、医療機関が実施する感染対策研修または訓練に年1回以上参加

厚労省の定める感染症に感染し、医療機関との相談連携のもと、施設内で療養を行った場合 ２４０円

施設利用料金内訳：居住費 ・ 食費

新興感染症等施設療養費

３００円（月額）

社会福祉法人　黒松内つくし園　泊村特別養護老人ホームむつみ荘
【施設サービスご利用料金】　３割負担

２０２４年１０月１日現在

合計金額

※高額サービス費上限額を適用

居住費

６４，０４６円

１日２，０６６円

食費

実費負担
（法定外分）

４４，７９５円

１００円

1日１，４４５円
１５３，２４１円

介護職員等
特定処遇改善加算

(Ⅰ)または(Ⅱ)

合計単位数×
(Ⅰ)１４.０％

または
(Ⅱ)１３.６%

月　　　額

サービス利用料自己負担額

４４，４００円

※高額サービス費上限額を適用

  １００円/日（小口現金、預金通帳、印鑑、保険証類など)

　テレビ　２０円/日　・　冷蔵庫　２５円/日　　※利用者様のご希望で居室で使用した場合

　施術者へ直接お支払いください。　（カット・パーマ・毛染め）

１２円 ９２円

第４段階

利用者負担額段階

・本人及び世帯全員が住民税を課税されている方

著しい摂食障害がある場合の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合

摂食障害がある方の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合

居住費／日

１，４４５円／日

食費／日

経口維持加算Ⅱ

療養食加算

初期加算 初入居日から30日以内の期間（30日以上の入院後の再入居の場合も算定）

安全対策体制加算 入居時（初日)に限り１回算定

２，０６６円／日

口腔衛生管理加算

(Ⅰ)３０円 (Ⅱ)１５円

経口維持加算Ⅰ

サービス内容　　　　　　　　　　

ユニット型介護福祉施設サービス費

３６円
24円×日数

＋20円

　看取り介護加算

経口移行加算

　介護サービス費＋その他加算料金を含めた料金の(Ⅰ)14.1％または(Ⅱ)13.6％相当額を算定。

（Ⅰ）２７０円　（Ⅱ）３３０円

看取り介護を希望され、当該施設・在宅（病院含む）でお亡くなりになった場合

食事を経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合


